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12,450円（消費税込み・テキスト代含む）

１
日
▽
防
災
の
日

関
東
大
震
災
記
念
日

富
山
八
尾
風
の
盆（
〜
３
日
）

２
日
▽JA

SIS 2015

（
旧・分
析
展
／
科
学
機
器
展
）

（
〜
４
日
幕
張
メ
ッ
セ
）

４
日
▽
敦
賀
気
比
神
宮
祭

８
日
▽
白
露

９
日
▽
救
急
の
日

11
日
▽
東
京
芝
大
神
宮

し
ょ
う
が
市（
〜
21
日
）

13
日
▽
世
界
の
法
の
日

15
日
▽
老
人
の
日

老
人
週
間（
〜
21
日
）

16
日
▽
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
や
ぶ
さ
め

T
EST
2015

第
13
回
総
合
試
験
機
器
展

（
〜
18
日
）

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

19
日
▽
岸
和
田
だ
ん
じ
り
祭

20
日
▽
彼
岸
入
り

空
の
日

動
物
愛
護
週
間（
〜
26
日
）

21
日
▽
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

（
〜
30
日
）

23
日
▽
秋
分
の
日

彼
岸
中
日

24
日
▽
結
核
予
防
週
間

26
日
▽
彼
岸
明
け

27
日
▽
十
五
夜

30
日
▼
ク
レ
ー
ン
の
日

神奈川

東 京

事務所 9月 9月講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

日
時・会
場

○
十
一
月
七
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
一
月
八
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
一
月
十
四
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
十
二
月
五
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
六
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
一
月
九
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
九
月
二
十
日（
日
）午
前

八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時
三

十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一

―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
九
月
二
十
七
日（
日
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
会
場
は
学
科
講
習

会
場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
〇
〇
円

2015

※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
九
月
十
五
日（
火
）午
前

九
時
〜
午
後
五
時
、
十
六
日

（
水
）午
前
九
時
〜
午
後
〇

時
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
九
月
十
六
日（
水
）午
後

一
時
〜
午
後
五
時
、
十
七
日

（
木
）午
前
九
時
〜
午
後
五

時
、
会
場
は
学
科
講
習
会
場

と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
八
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円
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神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212
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 12　 19 　20
 　 9 　
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 　 5 　

 7　 14 　15
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 8　 15 　22
 　 6 　

 17　 24 　25
 　 14 　

両国公会堂は1926年（大正15年）に安田財閥の祖・安田善次郎からの寄付で旧安田庭園内に建設し東京市に寄贈された。戦後
は進駐軍に接収されたが、67年に都から区に移管された。しかし老朽化により2001年から使用停止となり、今夏をもって解
体が始まり89年の歴史に幕を閉じる。

両国公会堂（墨田区横網１） 編集部撮影

（カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

1 0 月 1 1 月 1 1 月1 0 月

東京事務所　教育課



高校生溶接合同練習会を開催

本
年
で
36
回
を
迎
え
る
「
ク
レ
ー
ン
の
日
」
を
契
機
に
、ク
レ
ー
ン
等
の
労

働
災
害
に
つ
な
が
る
職
場
の
危
険
有
害
要
因
を
的
確
洗
い
出
し
、
積
極
的
に

改
善
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
関
係
者
一
人
ひ
と
り
が
協
力
し
て
組
織
的
、

計
画
的
か
つ
継
続
的
に
安
全
管
理
活
動
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

東
京
都
溶
接
協
会
は
８
月
29
日
、
東
京
・
足

立
区
の
都
立
城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
で

高
校
生
溶
接
合
同
練
習
会
を
開
催
し
た
。
練
習

会
に
先
立
ち
７
月
に
は
工
業
高
校
教
員
を
対
象

に
昨
年
に
続
き
溶
接
研
修
会
を
企
画
開
催
し

た
。
そ
の
後
各
校
で
教
員
の
指
導
を
受
け
た
生

徒
達
は
、
12
月
19
日
に
計
画
す
る
第
２
回
東
京

都
高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
技
能
向
上

に
励
ん
で
い
る
。

こ
の
合
同
練
習
会
は
、
都
内
の
５
校
（
日
本

工
大
駒
場
、
荒
川
工
業
、
杉
並
工
業
、
蔵
前
工

業
、
墨
田
工
業
）
13
名
の
生
徒
が
参
加
し
た
。

講
師
陣
か
ら
12
月
の
コ
ン
ク
ー
ル
課
題
に
つ
い

て
講
義
を
受
け
た
後
、
実
習
に
移
り
夕
刻
ま
で

技
能
向
上
に
励
ん
だ
。

登
録
性
能
検
査
機
関

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

今
年
も
10
月
１
日
よ
り

７
日
ま
で
、
66
回
目
の
全
国

労
働
衛
生
週
間
を
迎
え
ま

す
。
本
週
間
は
、
労
働
者
の

健
康
管
理
や
職
場
環
境
の

改
善
な
ど
、
労
働
衛
生
に

関
す
る
国
民
の
意
識
を
高

め
る
と
と
も
に
職
場
で
の

自
主
的
な
活
動
を
促
し
て

労
働
者
の
健
康
を
確
保
す

る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
昭

和
25
年
か
ら
毎
年
実
施
し

て
い
ま
す
。
労
働
衛
生
分
野

組
み
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

「
職
場
発
！

心
と
体
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

は
じ
ま
る

　ひ
ろ
が
る

健
康
職
場
」

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
題

に
対
し
て
労
働
者
自
身
や

管
理
監
督
者
、
産
業
保
護

ス
タ
ッ
フ
が
一
丸
と
な
っ
て

健
康
管
理
を
進
め
、
労
働

者
の
健
康
が
確
保
さ
れ
た

職
場
の
実
現
を
目
指
す
こ

と
を
表
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
職
場
に
お
け
る
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
や
過
重
労

働
、
化
学
物
質
を
原
因
と

す
る
健
康
障
害
な
ど
が
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
平
成
26
年
６
月
に
公

布
さ
れ
た
改
正
労
働
安
全

衛
生
法
で
は
、
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
制
度
導
入
や
化
学

物
質
の
適
切
な
管
理
、
受

動
喫
煙
防
止
対
策
な
ど
を

推
進
し
業
務
上
疾
病
の
発

生
を
未
然
に
防
止
す
る
仕

○
お
客
様
の
ボ
イ
ラ
ー
、ク
レ
ー
ン
な
ど
の
性
能

検
査
に
つ
い
て
、様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
き
め

細
か
い
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

・
お
客
様
の
ご
要
望
に
応
じ
た
性
能
検
査
の
年

間
受
検
計
画
の
作
成
と
検
査
の
実
施

・
早
朝
検
査
、
休
日
検
査
へ
の
柔
軟
な
対
応

・
検
査
日
変
更
や
検
査
希
望
日
へ
の
弾
力
的
な

対
応

・
検
査
料
金
支
払
い
方
法
の
事
前
相
談

・
技
術
や
法
令
な
ど
の
様
々
な
相
談
へ
の
丁
寧

で
迅
速
な
対
応

○
ボ
イ
ラ
ー
等
と
ク
レ
ー
ン
等
の
両
方
の
性
能

検
査
が
で
き
る
国
内
唯
一
の
検
査
機
関
で
す
。

・
す
べ
て
の
事
務
所
で
同
一
検
査
日
に
ボ
イ

ラ
ー
等
と
ク
レ
ー
ン
等
の
両
方
の
検
査
が
可
能

・
同
一
検
査
日
で
、
多
基
数
検
査
の
場
合
は
、

複
数
の
検
査
員
に
よ
る
対
応

・
受
検
時
の
稼
働
停
止
時
間
の
短
縮
へ
の
配
慮

○
豊
富
な
経
験
と
科
学
的
な
目
に
よ
り
、
お
客

様
の
安
全
を
守
り
ま
す
。

・
延
べ
２
２
７
万
基
に
の
ぼ
る
検
査
実
績
か
ら

蓄
積
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ

・
経
験
を
踏
ま
え
た
五
感
検
査
と
検
査
機
器
に

よ
る
科
学
的
検
査

・
公
正
な
検
査
と
そ
の
結
果
の
丁
寧
な
説
明

○
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
登
録
を
受
け
平
成
26
年
１
月
よ
り
第
一
種

圧
力
容
器
の
登
録
製
造
時
等
検
査
を
開
始
し
て

お
り
ま
す
。

練習会の模様

金澤講師の実演

参加者全員での記念写真

離職時の年齢

29歳以下
30～44歳
45～59歳
60～64歳

基本手当日額の上限額 基本手当日額の下限額
変更前 変更後 変更前 変更後
6,390円 6,395円

1,840円 1,840円7,100円 7,105円
7,805円 7,810円
6,709円 6,714円

60歳到達時賃金月額

支給限度額
上限額

最低限度額

従　前 変更後

上限額67％
上限額50％

340,761円
1,840円

447,300円
69,000円

341,015円
1,840円

447,600円
69,000円

支給限度額 従　前 変更後
上限額67％
上限額50％

285,420円
213,000円

285,621円
213,150円

支給限度額 従　前 変更後
170,400円 170,520円

全
国
労
働
衛
生
週
間
9
月
は
準
備
期
間

平
成

　年
度

27
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～～～雇用保険の各種給付金額が変更になります～～～～～～雇用保険の各種給付金額が変更になります～～～

～～～年金の停止対象者が拡大されます～～～～～～年金の停止対象者が拡大されます～～～

平成27年8月1日より雇用保険の給付の基礎となる基本手当日額が変更されます。これにより、失業等給付や高年齢雇
用継続給付等の給付金の額がこれまでとは異なる場合があります。

＜失業等給付　基本手当日額の変更＞

＜雇用継続給付支給限度額の変更＞
8月以後の支給対象期間から適用されます。
・高年齢雇用継続給付

・育児休業給付
支給対象日の初日が8月1日以後となる支給単位期間から適用

・介護休業給付
支給対象日の初日が8月1日以後となる支給単位期間から適用

社会保険の適用事業所から報酬を受けている70歳以上の方について、報酬の額に応じて厚生年金が減額調整される制度
が平成27年10月1日より改正されます。これまでは昭和12年4月2日以後生まれの方についてのみ減額調整されていまし
たが、改正以後は報酬を受ける全ての方が減額対象となります。

＜減額の計算方法＞
年金の減額は、年金の月額①（基本月額）と事業所から支払われる報酬額②（総報酬月額相当額）の合計が一定額を超え
た場合に実施されます。ただし、老齢基礎年金および経過的加算額は減額されず、全額が支給されます。
・計算対象となる年金の月額（基本月額）は次の通りに算出します。
①老齢厚生年金（報酬比例部分）－  加給年金額
・事業所からの報酬相当額（総報酬月額相当額）は次の通りに算出します。
②総報酬月額相当額：（その月の標準報酬月額相当額）+（その月以前1年間の標準賞与額相当額の合計）÷ 12

厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年
金額をもとに基本月額を算出します。
年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金（加給年金額を含む）は全額支給停止となります。

９
月
１
日
▼
30
日 

全
国
労
働
衛
生
週
間
準
備
期
間

職
場
発

心
と
体
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

は
じ
ま
る

　ひ
ろ
が
る

健
康
職
場 ！

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】

÷

在職老齢年金による調整後の年金支給月額=
　　　　基本月額－（基本月額＋総報酬月額相当額－47万円）÷2

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下

一部または全額支給停止全　額　支　給

はい いいえ



高校生溶接合同練習会を開催

本
年
で
36
回
を
迎
え
る
「
ク
レ
ー
ン
の
日
」
を
契
機
に
、ク
レ
ー
ン
等
の
労

働
災
害
に
つ
な
が
る
職
場
の
危
険
有
害
要
因
を
的
確
洗
い
出
し
、
積
極
的
に

改
善
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
関
係
者
一
人
ひ
と
り
が
協
力
し
て
組
織
的
、

計
画
的
か
つ
継
続
的
に
安
全
管
理
活
動
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

東
京
都
溶
接
協
会
は
８
月
29
日
、
東
京
・
足

立
区
の
都
立
城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
で

高
校
生
溶
接
合
同
練
習
会
を
開
催
し
た
。
練
習

会
に
先
立
ち
７
月
に
は
工
業
高
校
教
員
を
対
象

に
昨
年
に
続
き
溶
接
研
修
会
を
企
画
開
催
し

た
。
そ
の
後
各
校
で
教
員
の
指
導
を
受
け
た
生

徒
達
は
、
12
月
19
日
に
計
画
す
る
第
２
回
東
京

都
高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
技
能
向
上

に
励
ん
で
い
る
。

こ
の
合
同
練
習
会
は
、
都
内
の
５
校
（
日
本

工
大
駒
場
、
荒
川
工
業
、
杉
並
工
業
、
蔵
前
工

業
、
墨
田
工
業
）
13
名
の
生
徒
が
参
加
し
た
。

講
師
陣
か
ら
12
月
の
コ
ン
ク
ー
ル
課
題
に
つ
い

て
講
義
を
受
け
た
後
、
実
習
に
移
り
夕
刻
ま
で

技
能
向
上
に
励
ん
だ
。

登
録
性
能
検
査
機
関

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

今
年
も
10
月
１
日
よ
り

７
日
ま
で
、
66
回
目
の
全
国

労
働
衛
生
週
間
を
迎
え
ま

す
。
本
週
間
は
、
労
働
者
の

健
康
管
理
や
職
場
環
境
の

改
善
な
ど
、
労
働
衛
生
に

関
す
る
国
民
の
意
識
を
高

め
る
と
と
も
に
職
場
で
の

自
主
的
な
活
動
を
促
し
て

労
働
者
の
健
康
を
確
保
す

る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
昭

和
25
年
か
ら
毎
年
実
施
し

て
い
ま
す
。
労
働
衛
生
分
野

組
み
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

「
職
場
発
！

心
と
体
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

は
じ
ま
る

　ひ
ろ
が
る

健
康
職
場
」

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
題

に
対
し
て
労
働
者
自
身
や

管
理
監
督
者
、
産
業
保
護

ス
タ
ッ
フ
が
一
丸
と
な
っ
て

健
康
管
理
を
進
め
、
労
働

者
の
健
康
が
確
保
さ
れ
た

職
場
の
実
現
を
目
指
す
こ

と
を
表
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
職
場
に
お
け
る
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
や
過
重
労

働
、
化
学
物
質
を
原
因
と

す
る
健
康
障
害
な
ど
が
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
平
成
26
年
６
月
に
公

布
さ
れ
た
改
正
労
働
安
全

衛
生
法
で
は
、
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
制
度
導
入
や
化
学

物
質
の
適
切
な
管
理
、
受

動
喫
煙
防
止
対
策
な
ど
を

推
進
し
業
務
上
疾
病
の
発

生
を
未
然
に
防
止
す
る
仕

○
お
客
様
の
ボ
イ
ラ
ー
、ク
レ
ー
ン
な
ど
の
性
能

検
査
に
つ
い
て
、様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
き
め

細
か
い
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

・
お
客
様
の
ご
要
望
に
応
じ
た
性
能
検
査
の
年

間
受
検
計
画
の
作
成
と
検
査
の
実
施

・
早
朝
検
査
、
休
日
検
査
へ
の
柔
軟
な
対
応

・
検
査
日
変
更
や
検
査
希
望
日
へ
の
弾
力
的
な

対
応

・
検
査
料
金
支
払
い
方
法
の
事
前
相
談

・
技
術
や
法
令
な
ど
の
様
々
な
相
談
へ
の
丁
寧

で
迅
速
な
対
応

○
ボ
イ
ラ
ー
等
と
ク
レ
ー
ン
等
の
両
方
の
性
能

検
査
が
で
き
る
国
内
唯
一
の
検
査
機
関
で
す
。

・
す
べ
て
の
事
務
所
で
同
一
検
査
日
に
ボ
イ

ラ
ー
等
と
ク
レ
ー
ン
等
の
両
方
の
検
査
が
可
能

・
同
一
検
査
日
で
、
多
基
数
検
査
の
場
合
は
、

複
数
の
検
査
員
に
よ
る
対
応

・
受
検
時
の
稼
働
停
止
時
間
の
短
縮
へ
の
配
慮

○
豊
富
な
経
験
と
科
学
的
な
目
に
よ
り
、
お
客

様
の
安
全
を
守
り
ま
す
。

・
延
べ
２
２
７
万
基
に
の
ぼ
る
検
査
実
績
か
ら

蓄
積
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ

・
経
験
を
踏
ま
え
た
五
感
検
査
と
検
査
機
器
に

よ
る
科
学
的
検
査

・
公
正
な
検
査
と
そ
の
結
果
の
丁
寧
な
説
明

○
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
登
録
を
受
け
平
成
26
年
１
月
よ
り
第
一
種

圧
力
容
器
の
登
録
製
造
時
等
検
査
を
開
始
し
て

お
り
ま
す
。

練習会の模様

金澤講師の実演

参加者全員での記念写真

離職時の年齢

29歳以下
30～44歳
45～59歳
60～64歳

基本手当日額の上限額 基本手当日額の下限額
変更前 変更後 変更前 変更後
6,390円 6,395円

1,840円 1,840円7,100円 7,105円
7,805円 7,810円
6,709円 6,714円

60歳到達時賃金月額

支給限度額
上限額

最低限度額

従　前 変更後

上限額67％
上限額50％

340,761円
1,840円

447,300円
69,000円

341,015円
1,840円

447,600円
69,000円

支給限度額 従　前 変更後
上限額67％
上限額50％

285,420円
213,000円

285,621円
213,150円

支給限度額 従　前 変更後
170,400円 170,520円

全
国
労
働
衛
生
週
間
9
月
は
準
備
期
間

平
成

　年
度

27
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～～～雇用保険の各種給付金額が変更になります～～～～～～雇用保険の各種給付金額が変更になります～～～

～～～年金の停止対象者が拡大されます～～～～～～年金の停止対象者が拡大されます～～～

平成27年8月1日より雇用保険の給付の基礎となる基本手当日額が変更されます。これにより、失業等給付や高年齢雇
用継続給付等の給付金の額がこれまでとは異なる場合があります。

＜失業等給付　基本手当日額の変更＞

＜雇用継続給付支給限度額の変更＞
8月以後の支給対象期間から適用されます。
・高年齢雇用継続給付

・育児休業給付
支給対象日の初日が8月1日以後となる支給単位期間から適用

・介護休業給付
支給対象日の初日が8月1日以後となる支給単位期間から適用

社会保険の適用事業所から報酬を受けている70歳以上の方について、報酬の額に応じて厚生年金が減額調整される制度
が平成27年10月1日より改正されます。これまでは昭和12年4月2日以後生まれの方についてのみ減額調整されていまし
たが、改正以後は報酬を受ける全ての方が減額対象となります。

＜減額の計算方法＞
年金の減額は、年金の月額①（基本月額）と事業所から支払われる報酬額②（総報酬月額相当額）の合計が一定額を超え
た場合に実施されます。ただし、老齢基礎年金および経過的加算額は減額されず、全額が支給されます。
・計算対象となる年金の月額（基本月額）は次の通りに算出します。
①老齢厚生年金（報酬比例部分）－  加給年金額

・事業所からの報酬相当額（総報酬月額相当額）は次の通りに算出します。
②総報酬月額相当額：（その月の標準報酬月額相当額）+（その月以前1年間の標準賞与額相当額の合計）÷ 12

厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年
金額をもとに基本月額を算出します。
年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金（加給年金額を含む）は全額支給停止となります。

９
月
１
日
▼
30
日 

全
国
労
働
衛
生
週
間
準
備
期
間

職
場
発

心
と
体
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

は
じ
ま
る

　ひ
ろ
が
る

健
康
職
場 ！

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】

÷

在職老齢年金による調整後の年金支給月額=
　　　　基本月額－（基本月額＋総報酬月額相当額－47万円）÷2

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下

一部または全額支給停止全　額　支　給

はい いいえ



27 11 25 水 木26

27

27 12 9 水

火 水

9 30 5

11 24 25

12,450円（消費税込み・テキスト代含む）

１
日
▽
防
災
の
日

関
東
大
震
災
記
念
日

富
山
八
尾
風
の
盆（
〜
３
日
）

２
日
▽JA

SIS 2015

（
旧・分
析
展
／
科
学
機
器
展
）

（
〜
４
日
幕
張
メ
ッ
セ
）

４
日
▽
敦
賀
気
比
神
宮
祭

８
日
▽
白
露

９
日
▽
救
急
の
日

11
日
▽
東
京
芝
大
神
宮

し
ょ
う
が
市（
〜
21
日
）

13
日
▽
世
界
の
法
の
日

15
日
▽
老
人
の
日

老
人
週
間（
〜
21
日
）

16
日
▽
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
や
ぶ
さ
め

T
EST
2015

第
13
回
総
合
試
験
機
器
展

（
〜
18
日
）

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

19
日
▽
岸
和
田
だ
ん
じ
り
祭

20
日
▽
彼
岸
入
り

空
の
日

動
物
愛
護
週
間（
〜
26
日
）

21
日
▽
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

（
〜
30
日
）

23
日
▽
秋
分
の
日

彼
岸
中
日

24
日
▽
結
核
予
防
週
間

26
日
▽
彼
岸
明
け

27
日
▽
十
五
夜

30
日
▼
ク
レ
ー
ン
の
日

神奈川

東 京

事務所 9月 9月講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

日
時・会
場

○
十
一
月
七
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
一
月
八
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
一
月
十
四
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
十
二
月
五
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
十
二
月
六
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
一
月
九
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
九
月
二
十
日（
日
）午
前

八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時
三

十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一

―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
九
月
二
十
七
日（
日
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
会
場
は
学
科
講
習

会
場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
〇
〇
円

2015

※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
九
月
十
五
日（
火
）午
前

九
時
〜
午
後
五
時
、
十
六
日

（
水
）午
前
九
時
〜
午
後
〇

時
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
九
月
十
六
日（
水
）午
後

一
時
〜
午
後
五
時
、
十
七
日

（
木
）午
前
九
時
〜
午
後
五

時
、
会
場
は
学
科
講
習
会
場

と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
八
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円
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神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212
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両国公会堂は1926年（大正15年）に安田財閥の祖・安田善次郎からの寄付で旧安田庭園内に建設し東京市に寄贈された。戦後
は進駐軍に接収されたが、67年に都から区に移管された。しかし老朽化により2001年から使用停止となり、今夏をもって解
体が始まり89年の歴史に幕を閉じる。

両国公会堂（墨田区横網１） 編集部撮影

（カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

1 0 月 1 1 月 1 1 月1 0 月

東京事務所　教育課


